
   熊谷市保有文書量調査及び削減に向けた手法検討支援業務委託 

公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 目的 

本要領は、熊谷市保有文書量調査及び削減に向けた手法検討支援業務

委託を実施するに当たり、当該業務委託の履行に最も適した契約の相手

方となる候補者（以下「契約候補者」という。）を選定するため、公募型

プロポーザル競争の実施に必要な事項を定める。 

 

２ 業務等概要 

 ⑴ 名称 

   熊谷市保有文書量及び削減に向けた手法検討支援業務 

 ⑵ 目的 

本市では、老朽化や狭あい化が進む現本庁舎の課題を解消するため、

令和１５年度の新庁舎移転を目指しているが、新庁舎における倉庫・

書庫面積は現状より限られたものとなる見込みである。また、令和６

年２月から文書管理システムによる行政文書の電子決裁を開始したも

のの、現在も紙媒体で保管している文書が庁内に相当量存在しており、

収納スペースの不足が現庁舎における狭あい化の一因にもなっている。 

柔軟で効率の高い業務環境の構築や文書保存スペースの合理化のた

めには、紙文書量の削減は不可欠である。本業務は、全庁に対象部署

が保管する文書の総量及び性質を把握し、削減に有効な手法を検討す

るとともに、電子化の優先度や費用対効果を見極めながら、所属ごと

に適正と考えられる文書削減量の割当て案を作成する。これにより、

現庁舎における執務スペースの有効活用を図るとともに、新庁舎移転

時の搬送・保管に係るコストの削減にもつなげ、新たな業務環境の構

築を推進することを目的とする。 

 ⑶ 内容 

   別紙「熊谷市保有文書量及び削減に向けた手法検討支援業務委託仕

様書」のとおり 

 ⑷ 委託期間 

   契約締結日から令和９年３月３１日まで 

 

３ 予算額 

  業務等に要する費用の上限は、１１，０００，０００円（消費税及び

地方消費税を含む。）とする。 

 

４ 実施形式  公募型 

 



５ 参加資格 

  プロポーザル競争に参加できる者は、契約候補者の選定までの間にお

いて、次に掲げる要件を満たす者とする。 

 ⑴ 熊谷市建設工事請負等競争入札参加者の資格等に関する規則（平成

１８年規則第８１号）又は熊谷市物品等競争入札参加者の資格等に関

する規則（平成１８年規則第８２号）に基づく参加者名簿に登載され

ていること。 

 ⑵ 熊谷市建設工事等の契約に関する入札参加停止等措置要綱（平成１

７年訓令第６２号）又は熊谷市物品の買入れ等の契約に関する入札参

加停止等措置要綱（平成１９年訓令第５０号）による措置を受けてい

ないこと。 

 ⑶ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１

項及び第２項の規定に該当しないこと。 

 ⑷ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の

申立てをしている者（更生手続開始の決定を受けている者を除く。）又

は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の

申立てをしている者（再生手続開始の決定を受けている者を除く。）で

ないこと。 

 ⑸ 次のアからカまでのいずれの場合にも該当しないこと。 

  ア 役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその

役員又は支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。

以下同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平

成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴

力団員」という。）であると認められるとき。 

  イ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条

第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が経営に

実質的に関与していると認められるとき。 

  ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は

第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用す

るなどしたと認められるとき。 

  エ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜

を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力

し、若しくは関与していると認められるとき。 

  オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有

していると認められるとき。 

  カ 契約の相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りな

がら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 

 ⑹ ⑴の資格者名簿に未登載の者に対しては、次に掲げる書類の提出に

よる審査を行い、適当と認められるときは、当該プロポーザル競争に



参加させることができる。 

  ア 概要書（様式８） 

  イ 使用印鑑届（様式９） 

  ウ 履歴事項全部証明書 

  エ 財務諸表 

  オ 直近年度の法人市民税（市内業者の場合）、法人税、消費税及び地

方消費税の納税証明書（未納がないことが確認できるもの） 

  カ 業務経歴書 

 ⑺ 令和５年（2023 年）４月１日以降に、地方公共団体（人口１０万人

以上）において、本業務の内容と同種の業務を、元請として受注し、

かつ履行を完了した実績を有すること。 

 ⑻ 情報セキュリティに関する資格（ISO27001（ISMS 認証取得）など）

を取得していること。 

 

６ 質問及び回答 

 ⑴ 質問方法 

   質問がある場合は、質問書（様式１）に質問事項を記載の上、電子

メールにより提出する。 

※ 送信後は、必ず総合政策部北部拠点整備推進室に電話し受信を確

認すること。 

※ 電話又は口頭による質問は受け付けない。 

 ⑵ 質問期限  令和８年４月８日（水）１７時まで 

 ⑶ 提 出 先 

   電子メール：hokubukyoten アットマーク city.kumagaya.lg.jp 

※“アットマーク”部分は「＠」に置き換えてください。 

⑷ 回答方法  質問及び回答については市ホームページに掲載する。 

⑸ 回 答 日  令和８年４月１０日（金） 

 

７ 参加申込手続 

 ⑴ 一次審査 

   プロポーザル競争に参加を希望する者は、提出期限までに次の書類

を提出する。 

  ア 提出書類 

   ① 参加申込書（様式２－１）     １部 

   ② 参加資格等確認申請書（様式２－２）    １部 

③ 会社等概要整理表（様式３及び会社パンフレット等）  １部 

   ④ 業務実績調書（様式４）      １部 

   ⑤ 業務従事者実績調書（様式５）     １部 

   ⑥ 業務実施体制及び体制図（様式６）    １部 
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  イ 提出期限  令和８年４月１７日（金）１７時まで 

  ウ 提出方法  電子メールにより提出すること。 

  エ 提 出 先 

総合政策部北部拠点整備推進室 

    電子メール：hokubukyoten アットマーク city.kumagaya.lg.jp 

※“アットマーク”部分は「＠」に置き換えてください。 

※メールの受信容量は 10 メガバイトまでです。 

 これ以上になる場合は御相談ください。 

 ⑵ 二次審査 

   二次審査対象となった者は、提出期限までに次の書類を提出する。 

ア 提出書類 

   ① 企画提案書表紙（様式７）     １部 

  ② 業務実績調書（様式４）       １部 

   ③ 業務従事者実績調書（様式５）      １部 

   ④ 業務実施体制及び体制図（様式６）    １部 

   ⑤ 企画提案書（任意様式）      １部 

   ⑥ 業務工程表（任意様式）      １部 

   ⑦ 見積書        １部 

※ 上記②～④の提出書類については、参加申込手続において提

出したものと同一の内容のものとする。 

※ 企画提案書は、Ａ４判（３０枚以内）で作成すること。 

  イ 提出期限  令和８年４月３０日（木）１７時まで 

  ウ 提出方法  電子メールにより提出すること。 

エ 提 出 先 

  総合政策部北部拠点整備推進室 

    電子メール：hokubukyoten アットマーク city.kumagaya.lg.jp 

※“アットマーク”部分は「＠」に置き換えてください。 

※メールの受信容量は１０メガバイトまでです。 

 これ以上になる場合は御相談ください。 

 

８ 審査方法 

 ⑴ 一次審査 

  ア 審査方法 

    「７参加申込手続 ⑴一次審査 ア提出書類」に掲げる書類を総

合政策部北部拠点整備推進室において書類審査し、本業務の趣旨に

適合する者を二次審査対象として選出する。 

  イ 通知 

    書類審査で二次審査対象として選出された者に「二次審査対象に

関する通知」を行う。 
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    また、二次審査対象に選出されなかった者については、その旨を

書面にて通知する。 

 ⑵ 二次審査 

   実施要領、仕様書等に基づき提出された企画提案書等について、以

下の方法により審査を行う。 

  ア 審査方法 

    二次審査対象の者について、以下の方法により、提案競争を実施

し、「熊谷市保有文書量調査及び削減に向けた手法検討支援業務委託

プロポーザル審査委員会」（以下「審査委員会」という。）がプレゼ

ンテーション及び質疑応答により審査を行う。 

   (ｱ) 日時 

     令和８年５月１３日（水） 

     詳細は「参加資格審査結果及び二次審査対象に関する通知書」

により別途通知する。 

   (ｲ) 場所 

     熊谷市宮町二丁目４７番地１ 熊谷市役所 

   (ｳ) 持ち時間 

     各者３０分以内（準備５分、説明１５分以内、委員からの質疑

１０分以内） 

     パソコン等を用いる場合は、各自で持ち込むものとし、スクリ

ーン、プロジェクターは市で用意する。 

   (ｴ) 内容 

     審査当日は、原則として、提案書の内容についての説明は、提

案書に記載されている業務従事者（責任者又は担当者）が行い、

審査委員会委員が行う質問に対する回答は、提案責任者以外でも

可能とする。 

     なお、パワーポイント（提案内容を要約したもの）の使用は可

とするが、事前に提出した二次審査提出書類で示した内容からの

追加資料（追加提案）は認めない。 

   (ｵ) 参加人数 

     プレゼンテーションの参加人数は、業務従事者を含めて３名以

内とする。 

   (ｶ) その他 

     特別な理由なく開始時刻に遅れた場合は失格とする。 

  イ 評価方法 

   (ｱ) 採点 

     審査委員会委員が評価採点基準項目ごとに評価した配点から、

委員ごとの評価点を算出し、各委員の評価点を合計して合計評価

点とする。 



   (ｲ) 選定 

合計の評価点で最高点を得た者を契約候補者として特定する。 

     なお、最高点を得た者が２者以上ある場合は、以下の順で選定

する。 

① 「企画提案内容」の点数が高い者を契約候補者とする。 

② ①の点数も同点の場合は、見積書の額の最も低い者を契約候

補者とする。 

③ ①の点数及び②の額が同じ場合は、委員の投票による多数決

で決定する。 

 最高点に続く合計評価点を得た者を次点候補者、第３位の合計

評価点を得た者を第３候補者として特定する。 

   (ｳ) 評価採点基準及び配点表（審査委員会委員１人当たり） 

評価項目 内容 評価内容 配点 

業務実績・

実施体制 

業務実績 

同様の業務を受託した実績を有してお

り、本業務の目的達成に有効であると認

められるか。 

10 

業務の実施

体制 

業務の遂行に必要な人員体制が確保さ

れているか。 
10 

企画提案 

内容 

保有文書量

調査に関す

る提案 

仕様書４「(1)保有文書量及び性質調査」

に記載されている事項を理解し、具体

的、実現性の観点から適切な提案となっ

ているか。 

15 

保有文書削

減に向けた

手法検討に

関する提案 

仕様書４「⑵保有文書削減に向けた手法

検討・実現に向けた助言等」に記載され

ている事項を理解し、具体的、実現性の

観点から適切な提案となっているか。 

20 

ペーパーレ

ス化に向け

た啓発に関

する提案 

仕様書４「(3)事務処理のペーパーレス

化（紙文書削減）に向けた本市職員向け

の啓発支援」に記載されている事項を理

解し、具体的、実現性の観点から適切な

提案となっているか。 

5 

文書の電子

化に関する

提案 

仕様書４⑷～⑾に記載されている事項

を理解し、具体的、実現性の観点から適

切な提案となっているか。 

20 

提案価格 提案価格 
提案価格（最低提案価格/提案価格） 

×20 点 
20 

計 100 

  



  (ｴ) 評価の考え方 

     各審査委員会委員は、評価採点基準項目ごとに、各提案に対し

て点数を付す。 

     なお、提案価格の点数については、上記の算定に各者の提案価

格を代入して得た点数の小数点以下を切り捨てた整数値とする。 

   (ｵ) 最低基準点の設定 

     最低基準点については、配点合計の６割とする。ただし、１者

のみの応募の場合は、配点表の合計から提案価格点を除いた点数

の６割とする。 

   (ｶ ) プロポーザルの参加資格が無効となる場合 

     提出書類に虚偽の記載があった場合、参加資格を無効とし、評

価採点の対象としない。 

 

９ 選定結果 

 ⑴ 通知方法 

   全提案者に対して文書により通知する。 

 ⑵ 通知時期 

   令和８年５月２０日（水） 

 ⑶ 選定結果の公表 

   選定過程の透明性を確保するため、次の事項を市ホームページにお

いて公表する。なお、選定されなかった提案者が１者であった場合は、

当該提案者の評価点は公表しない。 

  ア 契約候補者の名称 

  イ 全提案者の名称 ※申込順 

  ウ 全提案者の評価点 

※ ア以外の提案者の名称はＡＢＣ表記とし、得点順に表記する。 

  エ 契約候補者の選定理由 

※ 提案者が１者のみで契約候補者となった場合は、契約候補者

の名称のみの公表とする。 

     

10 契約締結 

  選定後、市は対象業務等について契約候補者と協議を行い、業務委託

仕様書を作成する。契約候補者は改めて見積書を提出し、随意契約を締

結する。 

 

11 情報公開及び提供 

  市は、企画提案書等について、熊谷市情報公開条例（平成１７年条例

第１０号）の規定による請求に基づき、第三者に公開できるものとする。

ただし、企画提案者の正当な利益を害すると認められる情報は、非公開



となる場合があり、プロポーザル競争の契約の契約候補者選定に影響を

及ぼすおそれがある情報は、選定後の公開とする。 

 

12 その他 

 ⑴ 言語及び通貨単位 

手続において使用する言語及び通貨単位は、日本語及び日本国通貨

に限る。 

⑵ 費用負担 

書類作成及び提出に係る費用等、必要な経費は全て提出者の負担と

する。また、やむを得ない理由によりプロポーザル競争を中止する場

合、プロポーザル競争に要した費用については市に請求できないもの

とする。 

⑶ 参加辞退の場合 

参加申込書又は企画提案書の提出後、都合により参加を辞退する場

合は、参加を辞退する旨を記載した書面（様式は任意）を、速やかに

北部拠点整備推進室宛てに提出するものとする。 

⑷ 失格事項 

次のいずれかに該当した場合は、その者を失格とする。 

ア 参加資格要件を満たしていない場合 

イ 提出書類に虚偽の記載があった場合 

ウ 実施要領等で示した提出期限、提出先、提出方法、書類作成方法

等の条件に適合しない書類の提出があった場合 

エ 選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合 

オ 見積書の金額が、「３予算額」を超過した場合 

⑸ 著作権等の権利 

成果品の著作権については、原則として市に帰属するものとする。

ただし、提案内容に関し第三者に帰属する著作権等に抵触する可能性

がある場合には、市と受注者の間で別途協議するものとする。 

 

13 日程 

令和８年４月 １日（水） 実施公告並びに参加申込及び質問開始 

      ４月 ８日（水） 質問締切り 

      ４月１０日（金） 質問に対する回答 

      ４月１７日（金） 参加申込及び一次審査提出書類締切り 

      ４月２１日（火） 一次審査結果通知 

      ４月３０日（木） 二次審査提出書類締切り 

      ５月１３日（水） プレゼンテーション審査 

      ５月１８日（月） 選定委員会への報告 

      ５月２０日（水） 選定結果通知 



14 問合せ先 

  熊谷市総合政策部北部拠点整備推進室 担当 細江、蟻川 

  電 話：０４８－５２４－１１１１ 内線５２８ 

  ＦＡＸ：０４８－５２５－９２２２ 

  電子メール：hokubukyoten アットマーク city.kumagaya.lg.jp 

※ “アットマーク”部分は「＠」に置き換えてください。 


